
保険者努力支援制度について 

  被保険者の健康づくり、医療費の適正化、国保財政の健全化等に向けた努力を  

行う都道府県及び市町村を、交付金により支援する国の制度で、「取組評価分」  

「事業費分」「事業費連動分」の３種類に分類されている。 

 

１ 取組評価分 都道府県分（資料４－２及び資料４－３を参照） 

   健康づくり、医療費適正化、財政健全化等に向けた取組を評価指標に基づき  

国が採点し、獲得点数に応じて交付される。 

    

２ 事業費分（資料４－４を参照） 

   市町村が被保険者の健康の保持増進や疾病予防などを目的に行う「国保ヘルス

アップ事業」及び、県が市町村を支援するための「国保ヘルスアップ支援事業」

について事業費の全額が交付される。 

 

３ 事業費連動分（資料４－４及び資料４－５を参照） 

市町村が行う「国保ヘルスアップ事業」や県が行う「国保ヘルスアップ支援  

事業」について、事業の数や種類などの取組状況等について国が採点し、獲得  

点数に応じて交付される。 

  

（制度の全体像のイメージ） 
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